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◆ 地域密着型金融とは、金融機関が地域の皆さまとの長期的な取引関係により得られた情報を活用し、質の高い

コミュニケーションを通じて、お客さまのニーズや経営状況等を的確に把握し、これにより金融機能を強化する

とともに、金融機関自身の収益向上を図ることを本質とするものです。
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1.当社における「地域密着型金融の推進に関する方針」の位置づけ1.当社における「地域密着型金融の推進に関する方針」の位置づけ

2.当社「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要2.当社「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要

ⅠⅠ..「地域密着型金融の推進に関する方針」について「地域密着型金融の推進に関する方針」について

Ｐ1Ｐ1

◆当社は、平成15年3月開業以来、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す銀行像に掲げ、
地域・お客さまのﾆｰｽﾞにあった高品質な金融ｻｰﾋﾞｽの提供に努めるとともに、貸出等の金融機能を通じて地域経済社会の発
展・活性化に貢献し、地域の皆さまと共存共栄することが地域金融機関としての基本的使命との認識のもと、地域密着型
金融を積極的に推進しております。

◆平成18年11月に、地域密着型金融に恒久的に取り組むべく、継続推進・一層の機能強化等を織り込んだ中期経営計画（平成
18年度～21年度）を策定・公表、平成19年12月には、同経営計画における、当社の地域密着型金融推進の方針や具体的な取
り組み等を改めて明確化、更なる推進強化を図るため､「地域密着型金融の推進に関する方針｣を策定・公表しました｡

◆また、平成20年11月、｢“真”のﾘﾃｰﾙﾊﾞﾝｸの確立｣を目指すりそなｸﾞﾙｰﾌﾟの｢経営の健全化のための計画｣の策定・公表にあた
り、当社においても地域密着型金融の継続推進等を織り込んだ中期経営計画（平成20年度～平成23年度）の見直しを実施し
ました。新たな中期経営計画においても当社の地域密着型金融にかかる取組み姿勢は何ら変わるものではありませんが、同
計画の見直し後の内容等を反映させ、改めて『地域密着型金融の推進に関する方針』を見直し、あわせて公表いたしました。
※当社のこれまでの取組み・具体的な成果等につきましては、当社ホームページ「地域密着型金融への取組み」掲載の『ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの
機能強化計画』（平成15年～16年度）、『地域密着型金融推進計画』（平成17年～18年度）、『地域密着型金融の推進に関する方針』（平成
19年～）をご参照願います。

◆当社は、以下の3つの取組みを柱に、更なる地域密着型金融機能の強化、具体的な成果の積上げ、および積極的な開示・
公表等を通じて、地域密着型金融推進に恒久的に取り組み、より地域・お客さま・当社の価値向上を図り、地域経済社会
への一層の貢献を目指します。
① ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
② 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
③ 地域の情報集積を活用した持続的な地域経済への貢献

(1)．基本コンセプト



ⅠⅠ..「地域密着型金融の推進に関する方針」について「地域密着型金融の推進に関する方針」について

Ｐ2Ｐ2

(2)．計画期間

◆平成20年～平成23年度

(3)．目標指標（平成23年度）

◆ 実勢業務純益 ： 900億円
当期利益 ： 450億円

◆ 不良債権比率 ： 1.6％

◆ 創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向けﾌｧﾝﾄﾞ活用先 ：年間25先以上

◆ 経営改善計画策定支援先 ：年間30先以上

(4)．取組内容

①ライフサイクルに応じた取引先企業
の支援強化

□創業（含む第二創業）・新事業支援に対する

支援強化

□産学官連携への対応強化

□多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業

への支援

□経営改善支援への取組み強化

□事業再生支援への取組み強化

□事業承継支援への取組み強化

②事業価値を見極める融資手法を
はじめ中小企業に適した資金供給
手法の徹底

□個人保証・不動産担保に過度に依存しない

融資への取組み強化

□会計参与制度の活用や「中小企業の会計に

関する指針」の普及へ向けた取組み

□専門機関との連携による融資手法多様化へ

の取組み

□目利き機能の向上

③地域の情報集積を活用した

持続可能な地域経済への貢献

□地域経済活性化に向けた、地公体や経済

諸団体、地元企業等との連携強化

□地域を担う若い世代や、高齢者への金融

知識の普及に向けた取組み強化

□地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の

推進



ⅡⅡ．平成．平成2020年度の進捗状況および評価年度の進捗状況および評価

Ｐ3Ｐ3

1.全体的な進捗状況および評価1.全体的な進捗状況および評価

◆平成20年度の当社地域密着型金融推進については、平成20年11月策定・公表の方針のとおり、引き続き、各取組み毎に
推進責任部署を明確に定め、具体的な各種取組策を各推進責任部署の業務施策等に織り込み、経営の管理・監督のもと
全社的に推進・徹底に努めてまいりました。経済環境の急激な変化を踏まえ、より取引先の経営改善支援・事業再生支
援に軸足を置いた取組みを強化し、具体的な成果をあげ、当社の地域密着型金融の機能は着実に強化されております。

※具体的な取組みの進捗状況についてはＰ4～Ｐ10をご覧下さい。また、Ｐ14～Ｐ15の用語解説もご参照願います。

◆当社では、今後も一層の地域・お客さま・当社の価値向上、および更なる地域経済社会の活性化・発展に向けて、地域
密着型金融を積極的かつ継続的に推進してまいります。

2.目標指標の進捗状況2.目標指標の進捗状況

目標指標（平成23年度）

◆ 不良債権比率

◆ 創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向けﾌｧﾝﾄﾞ活用先

◆ 経営改善計画策定支援先

目標項目

◆ 実勢業務純益
当期利益

1.6％

（年間） 25先以上

（年間） 30先以上

900億円
450億円

1.56％

7先

121先

782億円
290億円

20年度実績

平成20年度～平成23年度



②産学官連携への対応強化

◇産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学とのお引き合わせを
積極的に実施しました（20年度実績：130件）
◇新たに2大学（20年6月埼玉工業大学、20年12月東京電機大学）
と産学連携協力に関する覚書を締結。これにより、当社の産学官
連携協力体制として覚書を締結する大学は8大学となり、一層の
連携体制の整備・拡充を図りました。
◇20年10月には、産学連携覚書締結7大学と協働により「提携7大学産
学連携セミナー」を開催し「産・学連携、学・学連携」を図った
ほか、各大学で産学連携セミナーを開催する等、積極的に産学連
携を図ることを通じ、創業・新事業支援を実施しました。

②産学官連携への対応強化

◇産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学とのお引き合わせを
積極的に実施しました（20年度実績：130件）
◇新たに2大学（20年6月埼玉工業大学、20年12月東京電機大学）
と産学連携協力に関する覚書を締結。これにより、当社の産学官
連携協力体制として覚書を締結する大学は8大学となり、一層の
連携体制の整備・拡充を図りました。
◇20年10月には、産学連携覚書締結7大学と協働により「提携7大学産
学連携セミナー」を開催し「産・学連携、学・学連携」を図った
ほか、各大学で産学連携セミナーを開催する等、積極的に産学連
携を図ることを通じ、創業・新事業支援を実施しました。

①創業（含む第二創業）・新事業に対する支援強化

◇創業（含む第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進を通じ、地
域の創業段階等にある企業のﾆｰｽﾞに積極的に応えるよう努めました。

◇具体的には、創業・新事業支援ﾌｧﾝﾄﾞの取扱いが7件となりました。
「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」6件

うち投資2件（30百万円）、融資4件（48百万円）
「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」1件

うち投資1件（80百万円）
◇経済環境の大幅な変化により、創業（含む第二創業）・新事業に対
するﾆｰｽﾞが全体的に減少する中、過去のファンド実行先に対するﾌｫ
ﾛｰ体制を構築し、継続的な経営支援活動を実施しました。

①創業（含む第二創業）・新事業に対する支援強化

◇創業（含む第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進を通じ、地
域の創業段階等にある企業のﾆｰｽﾞに積極的に応えるよう努めました。

◇具体的には、創業・新事業支援ﾌｧﾝﾄﾞの取扱いが7件となりました。
「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」6件

うち投資2件（30百万円）、融資4件（48百万円）
「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」1件

うち投資1件（80百万円）
◇経済環境の大幅な変化により、創業（含む第二創業）・新事業に対
するﾆｰｽﾞが全体的に減少する中、過去のファンド実行先に対するﾌｫ
ﾛｰ体制を構築し、継続的な経営支援活動を実施しました。

1 .ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化1 .ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

ⅢⅢ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

①創業（含む第二創業）・新事業に対する支援強化

◇創業・第二創業企業向け資金調達支援機能等の一層の強化を図る
ため、埼玉県を中心に活躍するﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業で今後成長
が見込める企業を発掘し、「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」・「埼玉成長企
業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」等、創業（含む第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝ
ﾄﾞを積極推進します（20年度取扱目標：25件）

②産学官連携への対応強化

◇当社が独自で構築した埼玉県内大学との産学官ﾈｯﾄﾜｰｸや、埼玉県が

組織する産学官ﾈｯﾄﾜｰｸを有効活用し、企業が有する技術等の目利

き・評価能力を高め、起業・新事業展開案件の発掘・支援機能をよ

り強化するとともに積極推進します。

◇具体的には、産学官連携ﾆｰｽﾞのあるﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業等に対
し、埼玉大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ等の提携大学の機能・ﾉｳﾊｳ等を積
極的に紹介・還元するとともに、協業機会の創出、事業展開強化へ
の支援を実施します。

Ｐ4Ｐ4

取組み 進捗状況

取組み 進捗状況



ⅢⅢ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

④経営改善支援への取組み強化
◇取引先への訪問活動や営業店との情報交換等により、取引先の経
営・財務状況の把握に努め、個別に対応方針を決定。改善余地があ
るとした取引先について、改善策の策定を支援するとともに（当社
独自の計画、中小企業再生支援協議会への持込、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介
等）、策定済の取引先に対しては進捗状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜
助言等実施しました。
◇改善計画策定支援を、20年度は121先に実施しました。
◇尚、経営改善支援への取組みに関する主な指標は、以下の通りです。
・経営改善支援取組み率：18.8%
（経営改善支援取組み先423先／期初債務者数2,246先）

・再生計画策定率：25.1％
（再生計画策定完了先106先／経営改善支援取組み先423先）

・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：20.3％
（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先86先／経営改善支援取組み先423先）

④経営改善支援への取組み強化
◇取引先への訪問活動や営業店との情報交換等により、取引先の経
営・財務状況の把握に努め、個別に対応方針を決定。改善余地があ
るとした取引先について、改善策の策定を支援するとともに（当社
独自の計画、中小企業再生支援協議会への持込、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介
等）、策定済の取引先に対しては進捗状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜
助言等実施しました。
◇改善計画策定支援を、20年度は121先に実施しました。
◇尚、経営改善支援への取組みに関する主な指標は、以下の通りです。
・経営改善支援取組み率：18.8%
（経営改善支援取組み先423先／期初債務者数2,246先）

・再生計画策定率：25.1％
（再生計画策定完了先106先／経営改善支援取組み先423先）

・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：20.3％
（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先86先／経営改善支援取組み先423先）

④経営改善支援への取組み強化

◇当社が既に持つ経営改善支援機能・体制を有効活用するとともに、

取引先企業・中小企業（当社未取引先も含む）とのきめ細かなｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝを通じて、迅速かつ的確な改善計画策定提案等を実施し、

長期的なﾘﾚｰｼｮﾝを重視した経営改善支援への取組みを強化します。

◇具体的には、経営改善計画策定支援を、年間30先以上実施します。

取組み 進捗状況

取組み 進捗状況

Ｐ5Ｐ5

③多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業への支援
◇当社では、県内中小企業の金融ﾆｰｽﾞに積極的かつきめ細かく対応す
べく、中小企業取引の専門ﾁｬﾈﾙとしてﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰを組織し、中
小企業事業者・個人事業者に対する支援・相談体制を整備・拡充し
ておりますが、同ｾﾝﾀｰにおける金融機関ＯＢ等の人材活用を積極的
に行い、多様な人材活用により取引先企業への支援機能の一層の
強化を図ります。
◇創業・新事業支援に係る目利き人材として製造業OBを本部支援部
部署に採用・活用しており、今後も取引先企業のﾆｰｽﾞや当社目利
き機能等を勘案し、対応を強化して参ります。

③多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業への支援
◇ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを

107名配置しております（21年3月末）。また、同ｾﾝﾀｰでの20年度
の融資取扱実績は、3,750件、333億円となりました。

◇製造業ＯＢによる技術評価等の支援、および営業店社員と企業へ帯
同訪問を通じたＯＪＴは20年度も継続して実施しました。

③多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業への支援
◇ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを

107名配置しております（21年3月末）。また、同ｾﾝﾀｰでの20年度
の融資取扱実績は、3,750件、333億円となりました。

◇製造業ＯＢによる技術評価等の支援、および営業店社員と企業へ帯
同訪問を通じたＯＪＴは20年度も継続して実施しました。



⑤事業再生支援への取組み強化

◇事業再生の可能性や地元経済への影響度等を踏まえ、当社未取引先
も含めて再生支援先を選定、各種の再生手法を検討・活用し事業再
生を実施し、事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を図ることができました。
◇また、経営改善支援・事業再生支援の一環として、幅広く営業情報
等の提供を実施しました。
◇具体的には、以下の通りの成果を積上げました。
・再生ﾌｧﾝﾄﾞ等各種再生手法の積極活用およびﾉｳﾊｳ蓄積
官製再生ﾌｧﾝﾄﾞの活用（出資）：1件、RCCへの債権譲渡：1件
日本政策金融公庫の劣後ﾛｰﾝ取扱斡旋：1件
EXITﾌｧｲﾅﾝｽ･再生新規融資：13件
診療報酬担保ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ取扱斡旋：2件
RCCによる実抜計画検証実施：3件

・営業斡旋等、経営改善・事業再生に資する情報提供：53先

⑤事業再生支援への取組み強化

◇事業再生の可能性や地元経済への影響度等を踏まえ、当社未取引先
も含めて再生支援先を選定、各種の再生手法を検討・活用し事業再
生を実施し、事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を図ることができました。
◇また、経営改善支援・事業再生支援の一環として、幅広く営業情報
等の提供を実施しました。
◇具体的には、以下の通りの成果を積上げました。
・再生ﾌｧﾝﾄﾞ等各種再生手法の積極活用およびﾉｳﾊｳ蓄積
官製再生ﾌｧﾝﾄﾞの活用（出資）：1件、RCCへの債権譲渡：1件
日本政策金融公庫の劣後ﾛｰﾝ取扱斡旋：1件
EXITﾌｧｲﾅﾝｽ･再生新規融資：13件
診療報酬担保ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ取扱斡旋：2件
RCCによる実抜計画検証実施：3件

・営業斡旋等、経営改善・事業再生に資する情報提供：53先

⑤事業再生支援への取組み強化

◇当社が既に持つ体制・機能を有効活用するとともに、再生ﾌｧﾝﾄﾞの

活用等を通じた各種事業再生手法のﾉｳﾊｳの蓄積と一層の活用強化を

図っていきます。

◇営業斡旋への積極的取組み等、情報機能を活用した支援を強化して

参ります。

取組み 進捗状況

取組み 進捗状況

ⅢⅢ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

Ｐ6Ｐ6

⑥事業承継支援への取組み強化

◇企業ｵｰﾅｰへの事業承継対策の必要性の提案、多様な課題に対する各

種解決策の提供を継続して行います。また、取引先企業の事業承継

ﾆｰｽﾞに対する社員のｿﾘｭｰｼｮﾝ力の一層の強化を図ります。

◇具体的には、自社株評価等の提案を切り口に、本部・営業店一体と

なった活動を行い、事業承継提案を積極的に実施します。また、企

業ｵｰﾅｰ向け事業承継ｾﾐﾅｰ等の開催を通じ、事業承継対策の必要性等

の説明・知識普及に取組みます。

◇社員のｿﾘｭｰｼｮﾝ力向上に向け、研修や勉強会等を実施し、知識ﾚﾍﾞﾙ

の向上に努めます。

⑥事業承継支援への取組み強化

◇20年度においては、自社株評価等を中心に1,385件の事業承継関連
の提案を実施。提案を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業
店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、事業承継にかかわ
る当社機能の提案を実施しました。
◇事業承継ｾﾐﾅｰは、埼玉県中小企業振興公社と共催により6回開催し、
約80名のｵｰﾅｰにご参加いただきました。また、りそな総合研究所と
の共催により開催したｾﾐﾅｰでは、約160名の企業ｵｰﾅｰにご参加いた
だきました。
◇社内研修や休日勉強会を実施し、社員の提案力や意識も高まり、提
案件数の増加等の成果につながりました。

⑥事業承継支援への取組み強化

◇20年度においては、自社株評価等を中心に1,385件の事業承継関連
の提案を実施。提案を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業
店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、事業承継にかかわ
る当社機能の提案を実施しました。
◇事業承継ｾﾐﾅｰは、埼玉県中小企業振興公社と共催により6回開催し、
約80名のｵｰﾅｰにご参加いただきました。また、りそな総合研究所と
の共催により開催したｾﾐﾅｰでは、約160名の企業ｵｰﾅｰにご参加いた
だきました。
◇社内研修や休日勉強会を実施し、社員の提案力や意識も高まり、提
案件数の増加等の成果につながりました。



②会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する指針」の普及へ

向けた取組み

◇「中小企業の会計に関する指針の適用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用し

た信用保証協会付融資の20年度取扱実績は以下の通りでした。

中小企業応援貸付：104件・30億円

ｱｼｽﾄ保証：1件・20百万円

②会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する指針」の普及へ

向けた取組み

◇「中小企業の会計に関する指針の適用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用し

た信用保証協会付融資の20年度取扱実績は以下の通りでした。

中小企業応援貸付：104件・30億円

ｱｼｽﾄ保証：1件・20百万円

①個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資への取組み強化

◇埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資保証制度」（ＡＢＬ
保証）を活用した融資の20年度取扱実績は以下の通りでした。

棚卸資産担保 8件・ 860百万円
売掛債権担保 68件・ 5,445百万円

◇ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰﾝの20年度取扱実績は
以下の通りでした。

3件・53百万円

◇動産や売掛債権等を活用した融資の更なる強化に向け、動産担保評
価機関 2先と提携し、推進体制の強化を実施しました。
◇ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の20年度取扱実績は以下の通りでした。
ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 10件・117億円、私募債 50件・79億円

①個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資への取組み強化

◇埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資保証制度」（ＡＢＬ
保証）を活用した融資の20年度取扱実績は以下の通りでした。

棚卸資産担保 8件・ 860百万円
売掛債権担保 68件・ 5,445百万円

◇ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰﾝの20年度取扱実績は
以下の通りでした。

3件・53百万円

◇動産や売掛債権等を活用した融資の更なる強化に向け、動産担保評
価機関 2先と提携し、推進体制の強化を実施しました。
◇ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の20年度取扱実績は以下の通りでした。
ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 10件・117億円、私募債 50件・79億円

①個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資への取組み強化

◇事業からのｷｬｯｼｭﾌﾛｰを重視し、個人保証・不動産担保に過度に依存

しない融資手法の活用により、中小企業の資金調達手段の多様化・

高度化を積極的に推進して参ります。

◇具体的には、動産や売掛債権等を活用した融資の強化、新たな融資

ｽｷｰﾑの検討を行います。

◇また、ｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝや私募債を推進し、中小企業の資金調達手段の

円滑化・多様化への対応を強化して参ります。

②会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する指針」の普及へ

向けた取組み

◇「中小企業の会計に関する指針の適用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用し

た信用保証協会付融資の利用促進、またそのための各種取組みを

実施します。

取組み

ⅢⅢ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

2 .事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底2 .事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

進捗状況

取組み 進捗状況

Ｐ7Ｐ7



ⅢⅢ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

④目利き機能の向上

◇支店長及び次席者等を対象に、21年1月「目利き研修」を実施しま

した（参加者82名）。これにより、同研修の参加者は累計473名と

なり、現状、全店（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制

を整備しました。

◇製造業ＯＢ人材による営業店担当者との工場訪問等によりＯＪＴ

を実施し、営業店担当者の目利き能力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図りました

（20年度実績33回）。

④目利き機能の向上

◇支店長及び次席者等を対象に、21年1月「目利き研修」を実施しま

した（参加者82名）。これにより、同研修の参加者は累計473名と

なり、現状、全店（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制

を整備しました。

◇製造業ＯＢ人材による営業店担当者との工場訪問等によりＯＪＴ

を実施し、営業店担当者の目利き能力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図りました

（20年度実績33回）。

③専門機関との連携による融資手法多様化への取組み

◇税理士会等の専門機関と連携した新たな提携融資商品の導入・機能

強化も視野に入れ、ｅ－Ｔａｘﾃﾞｰﾀ受付ｻｰﾋﾞｽの取扱を開始しまし

た。

③専門機関との連携による融資手法多様化への取組み

◇税理士会等の専門機関と連携した新たな提携融資商品の導入・機能

強化も視野に入れ、ｅ－Ｔａｘﾃﾞｰﾀ受付ｻｰﾋﾞｽの取扱を開始しまし

た。

③専門機関との連携による融資手法多様化への取組み

◇税理士会等の専門機関と連携した新たな融資商品等の開発・導入、

またそれら融資商品取扱いの推進強化を図って参ります。

④目利き機能の向上

◇「目利き研修」の実施等により、企業の将来性・技術力等を的確に

評価できる目利き人材の更なる育成・強化を図ります。

◇具体的には、従来より実施してきた「目利き研修」を、未受講の支

店長及び次席者に対し受講させるとともに、一部渉外担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

にも実施し、目利き人材の一層の裾野拡大・ｽｷﾙ向上を図って参り

ます。

◇製造業ＯＢ人材との取引先帯同訪問等により、営業店担当者の目利

き能力向上に向けた実践的な教育を実施します。

取組み 進捗状況

取組み 進捗状況

Ｐ8Ｐ8



①地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸団体、地元企業等との

連携強化
◇地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に向け、全社的な訪

問活動等の施策を展開し、積極的に情報収集・提供活動を実施し
ました。20年度においては、地域経済の活性化を目的に、埼玉県
を共催とした『「農と食」の展示・商談会2009』の開催による情
報の連携・有効活用や、地公体の公会計改革に関する情報提供・ｻ
ﾎﾟｰﾄ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾝﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大など、地域利
用者の利便性向上につながる取組みも引き続き実施しました。

◇地域開発案件等への取組みについては、20年度の取扱実績では市
街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ5件44億円、土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅ
ﾝｽ6件18億円、ＰＦＩ事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ2件12億円となりました。
◇地公体業務民間委託に係る地公体からのニーズ吸収の結果、滞納
税回収業務について当社関連会社機能の紹介や勉強会を実施しま
した。

◇県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、以下の住宅ﾛｰﾝ商品取扱いを開始
しました。
・「借りかえローン<リフォーム資金セット型>」（20年7月）
・「埼玉の家エコな暮らし応援!!住宅ローン」（21年3月）

①地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸団体、地元企業等との

連携強化
◇地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に向け、全社的な訪

問活動等の施策を展開し、積極的に情報収集・提供活動を実施し
ました。20年度においては、地域経済の活性化を目的に、埼玉県
を共催とした『「農と食」の展示・商談会2009』の開催による情
報の連携・有効活用や、地公体の公会計改革に関する情報提供・ｻ
ﾎﾟｰﾄ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾝﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大など、地域利
用者の利便性向上につながる取組みも引き続き実施しました。

◇地域開発案件等への取組みについては、20年度の取扱実績では市
街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ5件44億円、土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅ
ﾝｽ6件18億円、ＰＦＩ事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ2件12億円となりました。
◇地公体業務民間委託に係る地公体からのニーズ吸収の結果、滞納
税回収業務について当社関連会社機能の紹介や勉強会を実施しま
した。

◇県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、以下の住宅ﾛｰﾝ商品取扱いを開始
しました。
・「借りかえローン<リフォーム資金セット型>」（20年7月）
・「埼玉の家エコな暮らし応援!!住宅ローン」（21年3月）

①地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸団体、地元企業等との

連携強化

◇地公体、経済諸団体等とのﾘﾚｰｼｮﾝ強化による情報収集力の向上と、

情報の連携・有効活用により地域経済活性化に向けた地域の各種取

組みに積極的に参画・貢献して参ります。

◇地域開発案件等への積極的取組みと、案件手法の多様化に対するｿ

ﾘｭｰｼｮﾝ機能提供等の対応力強化を推進します。

◇地公体業務民間委託の実施を踏まえた地公体からのﾆｰｽﾞ吸収や、業

者紹介等の取組みを強化します。

◇地公体等の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟしたﾛｰﾝ商品提供等の施策を実施

します。

取組み

ⅢⅢ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

3.地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献3.地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

進捗状況

Ｐ9Ｐ9



③地域のお客さまの声に基づくサービス改革の推進

◇ＶＯＣ活動の定着化により、20年度に寄せられた「お客さまの声」
は3,634件となり、19年度の1,657件と比較して倍増しました。ま
た、従業員からの改善提案等「従業員の声」も、20年度は1,152件と
19年度の454件と比較して+698件となるなど、従業員の意識の高ま
りも確認される結果となりました。

◇上記の寄せられた声に対し、対応を実施（または予定）したものは
583件となっており、具体的な商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等が図られ、着実
に成果が上がっております。

◇また、20年度においては、より客観的かつ多角的に当社ｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙ
を評価するため、複数の外部調査会社による評価を実施し、職場単
位でも自律的に改善活動の活発化を図りました。

③地域のお客さまの声に基づくサービス改革の推進

◇ＶＯＣ活動の定着化により、20年度に寄せられた「お客さまの声」
は3,634件となり、19年度の1,657件と比較して倍増しました。ま
た、従業員からの改善提案等「従業員の声」も、20年度は1,152件と
19年度の454件と比較して+698件となるなど、従業員の意識の高ま
りも確認される結果となりました。

◇上記の寄せられた声に対し、対応を実施（または予定）したものは
583件となっており、具体的な商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等が図られ、着実
に成果が上がっております。

◇また、20年度においては、より客観的かつ多角的に当社ｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙ
を評価するため、複数の外部調査会社による評価を実施し、職場単
位でも自律的に改善活動の活発化を図りました。

③地域のお客さまの声に基づくサービス改革の推進

◇「埼玉りそなＶＯＣ」（お客さまの声を商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等に反

映させる仕組み、17年2月より開始）に寄せられた地域のお客さま

の声に基づく、各種ｻｰﾋﾞｽ向上策を実施します。

◇具体的には、「埼玉りそなＶＯＣ」に集約された「お客さまの声」

を取りまとめ、お客さまのご要望等を調査・分析の上、関係部署

において具体的改善策等の協議・検討を実施、当社の商品・ｻｰﾋﾞｽ

に積極的に反映させて参ります。

取組み

ⅢⅢ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

進捗状況
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取組み 進捗状況

②地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識普及に向けた取組み

強化

◇地域の若い世代に金融・経済知識や銀行の役割を正しく身につけて

頂くことを狙いとした、子供向け金融経済ｾﾐﾅｰ「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶ

ﾃﾞﾐｰ」、大学寄附講義等の開催やｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度等を実施するとと

もに、NPO法人金融知力普及協会が開催する高校生金融経済ｸｲｽﾞ

「ｴｺﾉﾐｸｽ甲子園」の埼玉大会の共催を実施します。

◇地域への金融知識の普及を目的とした資金運用等各種ｾﾐﾅｰの実施、

年金受給世代の公的年金制度に関する知識普及を図るための年金

相談会の開催を積極的に行います。

②地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識普及に向けた取組み
強化
◇若い世代への金融知識普及に向け、以下の取組みを実施しました。
・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（20年7・8月）。
延べ196名の児童が参加されました。
・将来の地域経済を担う人材を育成することを目的に、埼玉大学
へ寄附講義を開設（20年4月～7月）。
・埼玉大学との協力協定、埼玉県経営者協会と埼玉県が連携して
実施するｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度に基づき、県内7大学からｲﾝﾀｰﾝ生の受入
を実施しました（20年8月）。
・高校生金融経済ｸｲｽﾞ「ｴｺﾉﾐｸｽ甲子園」の共催を実施(25組50人
参加）。

◇高齢者等の金融知識向上を目的に、以下の取組みを実施しました。
・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間211回、参加者8,700名
・年金相談会・公的年金ｾﾐﾅｰの開催：年間390回、参加者3,340名

②地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識普及に向けた取組み
強化
◇若い世代への金融知識普及に向け、以下の取組みを実施しました。
・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（20年7・8月）。
延べ196名の児童が参加されました。
・将来の地域経済を担う人材を育成することを目的に、埼玉大学
へ寄附講義を開設（20年4月～7月）。
・埼玉大学との協力協定、埼玉県経営者協会と埼玉県が連携して
実施するｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度に基づき、県内7大学からｲﾝﾀｰﾝ生の受入
を実施しました（20年8月）。
・高校生金融経済ｸｲｽﾞ「ｴｺﾉﾐｸｽ甲子園」の共催を実施(25組50人
参加）。

◇高齢者等の金融知識向上を目的に、以下の取組みを実施しました。
・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間211回、参加者8,700名
・年金相談会・公的年金ｾﾐﾅｰの開催：年間390回、参加者3,340名



ⅣⅣ..再チャレンジ支援に資する取組み再チャレンジ支援に資する取組み
((個人保証に過度に依存しない融資に向けた取組み個人保証に過度に依存しない融資に向けた取組み))

■スコアリングモデルを活用した融資

20年度期末残高 ： 1,183億円

◇特徴的な取組み事例

・スコアリングモデルを活用した融資については、「中小企業の

会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を活用した

信用保証協会付融資等の取扱推進を図っております。

■スコアリングモデルを活用した融資

20年度期末残高 ： 1,183億円

◇特徴的な取組み事例

・スコアリングモデルを活用した融資については、「中小企業の

会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を活用した

信用保証協会付融資等の取扱推進を図っております。

■動産・債権譲渡担保融資（ＡＢＬを含む）

20年度取扱実績 ： 件数 79件、金額 6,359百万円
うち、売掛債権担保融資 件数 68件、金額 5,445百万円

動産担保融資 件数 11件、金額 913百万円

◇特徴的な取組事例

・埼玉県信用保証協会の制度融資｢流動資産担保融資保証制度

（ＡＢＬ保証）｣を活用し、動産・債権譲渡担保融資の取扱を

積極的に推進しております。

・また、動産や売掛債権等を活用した融資の更なる強化に向け、

動産担保評価機関 2先と提携し、推進体制の強化を実施しま

した。

■動産・債権譲渡担保融資（ＡＢＬを含む）

20年度取扱実績 ： 件数 79件、金額 6,359百万円
うち、売掛債権担保融資 件数 68件、金額 5,445百万円

動産担保融資 件数 11件、金額 913百万円

◇特徴的な取組事例

・埼玉県信用保証協会の制度融資｢流動資産担保融資保証制度

（ＡＢＬ保証）｣を活用し、動産・債権譲渡担保融資の取扱を

積極的に推進しております。

・また、動産や売掛債権等を活用した融資の更なる強化に向け、

動産担保評価機関 2先と提携し、推進体制の強化を実施しま

した。

■知的財産担保融資、コベナンツを活用した融資

20年度は、知的財産担保融資およびコベナンツを活用した融資については、具体的な取扱い実績はございませんでした。

引続き、融資手法に係るこれまでの当社取扱い実績やノウハウ等を活かし、お客さまニーズに基づき活用を図って参ります。

■知的財産担保融資、コベナンツを活用した融資

20年度は、知的財産担保融資およびコベナンツを活用した融資については、具体的な取扱い実績はございませんでした。

引続き、融資手法に係るこれまでの当社取扱い実績やノウハウ等を活かし、お客さまニーズに基づき活用を図って参ります。

Ｐ11Ｐ11

今後も、当社では、再チャレンジ支援に資する取組みの積極的な推進に向け、上記手法も含め不動産担保や個人保証に過度に依存しない

融資手法の研究・活用強化を図って参ります。
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◇創業（含む第二創業）・新事業支援に対する

支援強化

・創業（第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの

推進を通じ、地域の創業段階にある企業のﾆｰ

ｽﾞに積極的に対応

①「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」 （19件、314百万円）

うち投資5件（82百万円）、融資14件（232百万

円）

②「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」（6件、342百万円）

◇産学官連携への対応強化

・産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学との

引き合わせを積極的に実施（19年度実績：21件）

・新たに2大学（西武文理大学、埼玉医科大学）と

産学連携協力に関する覚書を締結し、一層の産

学官連携体制の整備・拡充を実施

・埼玉大学が実施する産学連携による共同研究

支援事業「埼玉大学地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業」に対し

資金面での支援策として、新たなﾌｧﾝﾄﾞの組成

について合意

◇多様な人材を活用したきめ細かな取引先企

業への支援

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門

に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを85名配置（20年3月末）

・同ｾﾝﾀ‐での融資取扱実績 ：3,459件、322億円

・製造業ＯＢによる技術評価等の支援を、19年度

も引き続き実施

◇創業（含む第二創業）・新事業支援に対する

支援強化

・創業（第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの

推進を通じ、地域の創業段階にある企業のﾆｰ

ｽﾞに積極的に対応

①「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」 （19件、314百万円）

うち投資5件（82百万円）、融資14件（232百万

円）

②「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」（6件、342百万円）

◇産学官連携への対応強化

・産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学との

引き合わせを積極的に実施（19年度実績：21件）

・新たに2大学（西武文理大学、埼玉医科大学）と

産学連携協力に関する覚書を締結し、一層の産

学官連携体制の整備・拡充を実施

・埼玉大学が実施する産学連携による共同研究

支援事業「埼玉大学地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業」に対し

資金面での支援策として、新たなﾌｧﾝﾄﾞの組成

について合意

◇多様な人材を活用したきめ細かな取引先企

業への支援

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門

に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを85名配置（20年3月末）

・同ｾﾝﾀ‐での融資取扱実績 ：3,459件、322億円

・製造業ＯＢによる技術評価等の支援を、19年度

も引き続き実施

◇経営改善支援への取組み強化

・取引先への訪問活動や営業店との情報交換等

により、取引先の経営・財務状況の把握に努め、

個別に対応方針を決定。改善余地があるとした

取引先について、改善策の策定を支援（当社独

自の計画、中小企業再生協議会への持込、ｺﾝｻ

ﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介等）するとともに、策定済の取引先

に対しては、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜助言等を実施

①改善計画策定支援：59先
②経営改善取組み率：21.2％（経営改善支援取
組み先330先/期初債務者数1,556先）
③再生計画策定率：3.6％（再生計画策定完了
先12先/経営改善支援取組み先330先）
④ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：17.3％（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先57先/経営改善
支援取組み先330先）

◇事業再生支援への取組み強化

・事業再生の可能性や地元経済への影響度等を

踏まえ、当社未取引先も含めて再生支援先を選

定、各種の再生手法を検討・活用し事業再生を

図った結果、14案件について再生手続きを完了
するとともに、事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を

実施

Ｍ＆Ａ：2件、再生ﾌｧﾝﾄﾞ活用：2件、出資：2件、

ＥＸＩＴﾌｧｲﾅﾝｽ・再生新規融資：8件、集合動産

担保融資：1件、ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生：1件

◇経営改善支援への取組み強化

・取引先への訪問活動や営業店との情報交換等

により、取引先の経営・財務状況の把握に努め、

個別に対応方針を決定。改善余地があるとした

取引先について、改善策の策定を支援（当社独

自の計画、中小企業再生協議会への持込、ｺﾝｻ

ﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介等）するとともに、策定済の取引先

に対しては、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜助言等を実施

①改善計画策定支援：59先
②経営改善取組み率：21.2％（経営改善支援取
組み先330先/期初債務者数1,556先）
③再生計画策定率：3.6％（再生計画策定完了
先12先/経営改善支援取組み先330先）
④ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：17.3％（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先57先/経営改善
支援取組み先330先）

◇事業再生支援への取組み強化

・事業再生の可能性や地元経済への影響度等を

踏まえ、当社未取引先も含めて再生支援先を選

定、各種の再生手法を検討・活用し事業再生を

図った結果、14案件について再生手続きを完了
するとともに、事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を

実施

Ｍ＆Ａ：2件、再生ﾌｧﾝﾄﾞ活用：2件、出資：2件、

ＥＸＩＴﾌｧｲﾅﾝｽ・再生新規融資：8件、集合動産

担保融資：1件、ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生：1件

・経営改善支援・事業再生支援の一環として営

業情報等の提供を実施

営業斡旋、経営改善・事業再生に資する情報提

供：43先

◇事業承継支援への取組み強化

・19年度においては、自社株評価等を中心に

1,224件の事業承継関連の提案を実施。提案

を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業

店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、

事業承継にかかわる当社機能の提案を実施

・事業承継ｾﾐﾅｰを、埼玉県中小企業振興公社及

びりそな総合研究所と共催（参加者：約120名）

・社内研修や休日勉強会の実施により、社員の

提案力や意識向上を図り、提案件数も増加

・経営改善支援・事業再生支援の一環として営

業情報等の提供を実施

営業斡旋、経営改善・事業再生に資する情報提

供：43先

◇事業承継支援への取組み強化

・19年度においては、自社株評価等を中心に

1,224件の事業承継関連の提案を実施。提案

を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業

店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、

事業承継にかかわる当社機能の提案を実施

・事業承継ｾﾐﾅｰを、埼玉県中小企業振興公社及

びりそな総合研究所と共催（参加者：約120名）

・社内研修や休日勉強会の実施により、社員の

提案力や意識向上を図り、提案件数も増加

参考１参考１. . 「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成1919年度）年度）
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◇個人保証・不動産担保に過度に依存しない

融資への取組み強化

・ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰ

ﾝの取扱を開始（5件、38百万円）

・埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資

保証制度」（ABL保証）を活用した融資の取扱開

始

①棚卸資産担保：2件、280百万円

②売掛債券担保：89件、3,004百万円

・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の推進

①ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ：27件、208億円

②私募債：64件、103億円

◇個人保証・不動産担保に過度に依存しない

融資への取組み強化

・ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰ

ﾝの取扱を開始（5件、38百万円）

・埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資

保証制度」（ABL保証）を活用した融資の取扱開

始

①棚卸資産担保：2件、280百万円

②売掛債券担保：89件、3,004百万円

・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の推進

①ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ：27件、208億円

②私募債：64件、103億円

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計に

関する指針」の普及へ向けた取組み

・「中小企業の会計に関する指針の適用に関する

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の推進

①中小企業応援貸付：126件、40億円

②ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ保証ﾌｧﾝﾄﾞ：84件、32億円

③ｱｼｽﾄ保証：4件、80百万円

・会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入

ﾛｰﾝ」の利用促進に向け、適用金利等商品内容

の見直しを実施

◇専門機関との連携による融資手法多様化へ
の取組み
・TKC会員税理士の関与先向け融資商品「TKC経

営者NETﾛｰﾝ」の取扱を開始（2件、60百万円）

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計に

関する指針」の普及へ向けた取組み

・「中小企業の会計に関する指針の適用に関する

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の推進

①中小企業応援貸付：126件、40億円

②ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ保証ﾌｧﾝﾄﾞ：84件、32億円

③ｱｼｽﾄ保証：4件、80百万円

・会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入

ﾛｰﾝ」の利用促進に向け、適用金利等商品内容

の見直しを実施

◇専門機関との連携による融資手法多様化へ
の取組み
・TKC会員税理士の関与先向け融資商品「TKC経

営者NETﾛｰﾝ」の取扱を開始（2件、60百万円）

◇目利き機能の向上

・支店長及び次席者等を対象に、20年1月「目利き

研修」を実施（参加者36名）

・「目利き研修」の参加者は累計391名となり、全店

（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制を整

備

・渉外ﾏﾈｰｼﾞｬｰ19名に対し、目利き能力向上に向け

た研修を実施し、目利き人材の裾野拡大を実施

・製造業OB人材による営業店担当者との工場訪問

等によりOJTを実施し、営業店担当者の目利き能

力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを実施（19年度 29回 、累計177回）

◇目利き機能の向上

・支店長及び次席者等を対象に、20年1月「目利き

研修」を実施（参加者36名）

・「目利き研修」の参加者は累計391名となり、全店

（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制を整

備

・渉外ﾏﾈｰｼﾞｬｰ19名に対し、目利き能力向上に向け

た研修を実施し、目利き人材の裾野拡大を実施

・製造業OB人材による営業店担当者との工場訪問

等によりOJTを実施し、営業店担当者の目利き能

力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを実施（19年度 29回 、累計177回）
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◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸

団体、地元企業等との連携強化

・地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に

向け全社的な訪問活動等の施策を展開し、積極的

に情報収集・提供活動を実施。特に、地公体の全

部署訪問等を通じ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽの導入やｺﾝ

ﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大などﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽや

地域利用者の利便性向上につながる取組みを実現

・地域開発案件等への取組み強化

①市街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：4件、31億円

②土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：6件、14億円

③PFI事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：2件、27億円

・地公体業務民間委託に関するﾆｰｽﾞ吸収の結果、

滞納税回収業務のｻｰﾋﾞｻｰ紹介による導入開始

◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸

団体、地元企業等との連携強化

・地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に

向け全社的な訪問活動等の施策を展開し、積極的

に情報収集・提供活動を実施。特に、地公体の全

部署訪問等を通じ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽの導入やｺﾝ

ﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大などﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽや

地域利用者の利便性向上につながる取組みを実現

・地域開発案件等への取組み強化

①市街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：4件、31億円

②土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：6件、14億円

③PFI事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ：2件、27億円

・地公体業務民間委託に関するﾆｰｽﾞ吸収の結果、

滞納税回収業務のｻｰﾋﾞｻｰ紹介による導入開始

・県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、住宅ﾛｰﾝ商品

取扱を開始

①「『埼玉の家』耐震・安心ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」

②「埼玉の家家族のきずな応援！！住宅ﾛｰﾝ」

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識

普及に向けた取組み強化

・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（参

加児童：83名）

・埼玉大学へ寄附講義を開設（20年4月より開講）

・県内6大学から計10名のｲﾝﾀｰﾝ生を受入

・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間491回、参加者

25,550名

・年金相談会・公的年金セミナｰの開催：年間417回、

参加者3,530名

・県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、住宅ﾛｰﾝ商品

取扱を開始

①「『埼玉の家』耐震・安心ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」

②「埼玉の家家族のきずな応援！！住宅ﾛｰﾝ」

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識

普及に向けた取組み強化

・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（参

加児童：83名）

・埼玉大学へ寄附講義を開設（20年4月より開講）

・県内6大学から計10名のｲﾝﾀｰﾝ生を受入

・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間491回、参加者

25,550名

・年金相談会・公的年金セミナｰの開催：年間417回、

参加者3,530名

◇地域のお客さまの声に基づくサービス改革の

推進

・VOC活動の定着化により、19年度に寄せられた「お

客さまの声」は1,657件、従業員からの改善提案等

「従業員の声」は454件となり、それぞれ18年度の2

倍と4倍に増加

・VOC活動により寄せられた声に対し、対応を実施

したものは496件となっており、具体的な商品・ｻｰ

ﾋﾞｽの改善を実施

・客観的かつ多角的に当社のｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙを評価し、

職場単位でも自立的に改善活動を活発化させる

ため、外部評価機関による評価、各店別のｻｰﾋﾞｽ

分析を実施

◇地域のお客さまの声に基づくサービス改革の

推進

・VOC活動の定着化により、19年度に寄せられた「お

客さまの声」は1,657件、従業員からの改善提案等

「従業員の声」は454件となり、それぞれ18年度の2

倍と4倍に増加

・VOC活動により寄せられた声に対し、対応を実施

したものは496件となっており、具体的な商品・ｻｰ

ﾋﾞｽの改善を実施

・客観的かつ多角的に当社のｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙを評価し、

職場単位でも自立的に改善活動を活発化させる

ため、外部評価機関による評価、各店別のｻｰﾋﾞｽ

分析を実施

参考１参考１. . 「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成「地域密着型金融の推進に関する方針」の取組み実績（平成1919年度）年度）
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Ｐ14Ｐ14※ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順、50音順となっております。

EXITﾌｧｲﾅﾝｽEXITﾌｧｲﾅﾝｽ

PFIPFI

会計参与制度会計参与制度

Private Finance Initiativeの略。従来、公共部門が実施していた社会資本整備などの公共ｻｰﾋﾞｽを、事業の効率化
と公共事業費の削減等を目的に、民間部門の資金を導入し、民間事業者を中心に実施する方法です。

ｺﾍﾞﾅﾝﾂｺﾍﾞﾅﾝﾂ

ABLABL
Asset Based Lending の略。集合動産担保融資のことで、企業が保有する在庫や売掛債権を担保に、資金調達する方法を
いいます。

再生ﾌｧﾝﾄﾞ再生ﾌｧﾝﾄﾞ

実勢業務純益実勢業務純益

ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ

平成18年5月の新会社法施行により導入された制度であり、中小会社の決算書における計算の適正性確保を目的としています。会
計参与は、株式会社の役員として取締役等と共同して計算書類等を作成する職務を遂行することとされています。

過剰債務に陥った企業の建て直しを目的として、投資家から集めた資金を再生企業に投資するﾌｧﾝﾄﾞのことです。

知的財産担保知的財産担保

金融機関の本業での収益を表す業務純益から、一般貸倒引当金繰入額を除いたもので、基本的な収益力を表す指標
のことです。

財務情報を中心とする多数の顧客ﾃﾞｰﾀに基づいて、統計的手法によって評点化を行い、信用力を判別する仕組みの
ことです。

「出口金融」ともいい、一般的には、民事再生法や会社更生法の手続きに入った企業が、法的再生手続を早期に終結する目的で、
全ての債務を一括返済するために受ける融資のことです。

知的財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称で、模倣防止のための保護、研究開発へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与、取引上の信用維持を目
的として、新技術、新しいﾃﾞｻﾞｲﾝ、商標等について与えられる独占権のことです。物的担保や信用力が不足するﾍﾞﾝﾁｬｰ企業等の新たな資金調達
手段として、知的財産権担保融資が注目されています。

融資の契約を締結する際に、契約書に記載することのできる一定の特約事項のことです。具体的には財務制限条項や格付維持条
項等があり、これらの条項が守られなかった場合には、その時点で資金の全額返済や金利優遇の取消し等のﾍﾟﾅﾙﾃｨが課されます。



参考参考22．．用語解説用語解説

Ｐ15Ｐ15

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ

目利き人材目利き人材

ﾗﾝｸｱｯﾌﾟﾗﾝｸｱｯﾌﾟ

経営者（企業）の資質、技術力、販売力等から見た企業の将来性等を的確に判断し、または事業再生等に関する専門
能力を有する人材のことです。

税金・公共料金等の収納機関と金融機関をﾈｯﾄﾜｰｸで結ぶことにより、各種払込みの手続きを電子化する仕組みです。
①収納ｻｰﾋﾞｽ、②口座振替受付ｻｰﾋﾞｽ、③口座振替ﾃﾞｰﾀ伝送ｻｰﾋﾞｽ、④請求情報通知ｻｰﾋﾞｽの4種類のｻｰﾋﾞｽがあります。

自己査定における貸出先の債務者区分が、例えば「要注意先」→「正常先」のように上位区分に変更になることを
いいます。

中小企業の会計に関する
指針

中小企業の会計に関する
指針

中小企業再生協議会中小企業再生協議会

日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準委員会より公表された、中小企業が計
算書類を作成するにあたり拠るところが望ましい会計処理を示した指針のことです。

産業活力再生特別措置法に基づき経済産業省が主体となって各都道府県に設置され、中小企業の再生に向けた各種
相談や金融面での調整等を行っております。


